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1. はじめに 

令和 2 年 4 月 1 日に施行された「実用発電用原子炉の設置、運転等に関す

る規則」（以下「実用炉規則」という。）第 5 条第 2 項に，設置変更許可本文

十一号（以下「本文十一号」という。）の説明資料として，添付書類十一「変

更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な

体制の整備に関する説明書」（以下「添付書類十一」という。）が新たに追加

されたことから，当該添付書類の記載方針について，以下のとおり検討を行

った。 

 

2. 記載方針 

添付書類十一の記載事項については，以下に示す「発電用原子炉施設の設

置（変更）許可申請に係る運用ガイド」（以下「設置許可ガイド」という。）

を参考に，令和 2 年 4 月 1 日に届出を実施した本文十一号に基づく「設置許

可申請に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績」，「その後の工事

等の活動に係る品質管理の方法」及び「組織等」を記載する。 

なお，令和 2 年 4 月 1 日に届出を実施した本文十一号について，変更とな

る事項はない。 

 

 

  



 

2 

 

参考 

【設置許可ガイド】抜粋 

（６）実用炉則第 3 条第 2 項の書類は、次のとおりとする。なお、実用炉則第

5 条第 2 項及び第 7 条第 3 項の添付書類についても準用する。 

４）同項第 11 号の「発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する説明書」は、設置許可申請に当たって実施

した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の工事等の活動に係る品

質管理の方法，組織等を説明した書類をいう。 



 

 

3 

【
補
足
説
明
資
料
】
添
付
書
類
十
一
 
変
更
後
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質

管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書
 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

－
 

－
 

添
 

 
付
 

 
書
 
 

類
 

 
十

 
 
一
 

変
更

後
に
お

け
る
発
電

用
原

子
炉

施
設
の
保

安
の

た
め

の
業
務
に

係
る
 

品
質

管
理
に

必
要
な
体

制
の

整
備

に
関
す
る

説
明

書
 

－
 

－
 

1
.
 
概
要
 

本
説
明
書
は
，

変
更
後

に
お

け
る

発
電
用
原

子
炉

施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

品
質

管
理

に
必
要
な

体
制

の
整
備
に
関
す
る
説
明

書
と

し
て

，
品
質
管

理
に

関
す

る
事
項
に

基
づ

き
，

発
電
用
原

子
炉

施
設

の
当
該
設

置
変

更

許
可
申
請
（
以
下
「
本

申
請

」
と

い
う
。
）

に
当

た
っ

て
実
施
し

た
設

計
活

動
に
係
る

品
質

管
理

の
実
績
及

び
そ

の

後
の
工
事
等
の
活
動
に

係
る

品
質

管
理
の
方

法
，

組
織

等
に
係
る

事
項

を
記

載
す
る
。

 

－
 

－
 

2
.
 
基
本

方
針
 

本
説
明
書
で
は
，
本
申

請
に

お
け

る
，
「
実

施
し

た
設

計
活
動
に

係
る

品
質

管
理
の
実

績
」

及
び

「
そ
の
後

の
工

事
等
の
活
動
に
係
る
品

質
管

理
の

方
法
，
組

織
等

に
係

る
事
項
」

を
，

以
下

の
と
お
り

説
明

す
る

。
 

－
 

－
 

(
1
)
 
設
計
活
動
に
係
る

品
質

管
理

の
実
績
 

「
設
計
活
動
に
係
る
品
質
管
理
の
実
績
」
と
し
て
，
実
施
し
た
設
計
の
管
理
の
方
法
を
「
3
.
 
設
計
活
動
に
係

る
品
質
管
理
の

実
績
」

に
記

載
す

る
。
 

具
体
的
に
は
，
組
織
に
つ
い
て
「
3
.
1
 
本
申
請
に
お
け
る
設
計
に
係
る
組
織
（
組
織
内
外
の
相
互
関
係
及
び

情
報
伝
達
含
む

。
）
」

に
，

実
施

す
る
各
段

階
に

つ
い

て
「
3
.
2
 
本

申
請

に
お
け

る
設
計

の
各

段
階

と
そ
の
審

査
」

に
，
品

質
管
理
の

方
法

に
つ

い
て
「

3
.
3
 
本
申

請
に
お

け
る
設

計
に

係
る

品
質
管
理

の
方

法
」

に
，
調
達

管
理
の
方
法
に
つ
い
て
「
3
.
4
 
本
申
請
に
お
け
る
調
達
管
理
の
方
法
」
に
，
文
書
管
理
に
つ
い
て
「
3
.
5
 
本
申

請
に
お
け
る
文

書
及
び

記
録

の
管

理
」
に
，

不
適

合
管

理
に
つ
い

て
「
3
.
6
 
本

申
請
に

お
け

る
不

適
合
管
理

」

に
記
載
す
る
。
 

－
 

－
 

(
2
)
 
そ
の
後
の
工
事
等

の
活

動
に

係
る
品
質

管
理

の
方

法
，
組
織

等
に

係
る

事
項
 

そ
の
後
の
工
事
等
の
活
動
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
，
組
織
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
，
「
4
.
 
そ
の
後
の

工
事
等
の
活
動

に
係
る

品
質

管
理

の
方
法
等

」
に

記
載

す
る
。
 

具
体
的
に
は
，
組
織
に
つ
い
て
「
4
.
1
 
そ
の
後
の
工
事
等
の
活
動
に
係
る
組
織
（
組
織
内
外
の
相
互
関
係
及

び
情

報
伝
達

含
む
。
）

」
に

，
実

施
す
る
各

段
階

に
つ

い
て
「

4
.
2
 
そ
の

後
の
設

計
，
工

事
等

の
各

段
階
と
そ

の
審
査
」
に
，
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
「
4
.
3
 
そ
の
後
の
設
計
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
」
，
「
4
.
4
 
工

事
に
係
る
品
質

管
理
の

方
法

」
及

び
「
4
.
5
 
使

用
前

事
業
者

検
査
の

方
法

」
に

，
設
計
及

び
工

事
の

計
画
の
認

可
申

請
（
以

下
「
設
工

認
」

と
い

う
。
）
に

お
け

る
調

達
管
理
の

方
法

に
つ

い
て
「

4
.
6
 
設
工

認
に
お

け
る
調

達
管
理
の
方
法
」
に
，
文
書
管
理
に
つ
い
て
「
4
.
7
 
そ
の
後
の
設
計
，
工
事
等
に
お
け
る
文
書
及
び
記
録
の

管

理
」
に
，
不
適
合
管
理
に
つ
い
て
「
4
.
8
 
そ
の
後
の
不
適
合
管
理
」
に
記
載
す
る
。
 

ま
た
，
設
工

認
に
基
づ

き
，

「
実

用
発
電
用

原
子

炉
及

び
そ
の
附

属
施

設
の

技
術
基
準

に
関

す
る

規
則
（
平

成
2
5
年

6
月

2
8
日
原

子
力

規
制

委
員
会
規

則
第

6
号

）
（
以
下

「
技

術
基

準
規
則
」

と
い

う
。

）
」
へ
の
適

合
性
を
確
保
す

る
た
め

に
必

要
と

な
る
設
備

（
以

下
「

適
合
性
確

認
対

象
設

備
」
と
い

う
。

）
の

施
設
管
理

に

つ
い
て
，
「
5
.
 
適
合
性
確
認
対
象
設
備
の
施
設
管
理
」
に
記
載
す
る
。
 

－
 

－
 

3
.
 
設
計

活
動
に

係
る
品

質
管

理
の

実
績
 

本
申
請
に
当
た

っ
て
実

施
し

た
設

計
に
係
る

品
質

管
理

は
，
発
電

用
原

子
炉

設
置
変
更

許
可

申
請

書
本
文
に

お
け

る
「
十
一
 

発
電
用
原

子
炉

施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

品
質

管
理

に
必
要
な

体
制

の
整

備
に
関
す

る
事

項
」
（
以
下
「
設
置
許

可
本

文
十

一
号
」
と

い
う

。
）

に
基
づ
き

以
下

の
と

お
り
実
施

す
る

。
 

な
お
，
令
和

2
年

4
月

1
日

に
届

出
を
実
施

し
た

本
文

十
一
号
に

つ
い

て
，

変
更
と
な

る
事

項
は

な
い
。
 

（
設
計
開
発
計
画
）
 

第
二
十
七
条
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
計
画
の

策
定

に
お

い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
明
確
に

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

三
 
設
計

開
発
に

係
る
部

門
及

び
要

員
の
責
任

及
び

権
限
 

 

(
7)
(
ⅲ
)
 a
.
 設

計
開
発
計
画
 

(
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
計
画
の
策
定
に
お
い
て
，
次
に
掲
げ
る
事

項
を
明
確
に
す
る
。
 

(
b
-
3
)
 
設
計
開
発
に
係
る
部
門
及
び
要
員
の
責
任
及
び
権
限
 

  

3
.
1
 
本
申
請
に

お
け
る

設
計

に
係

る
組
織
（

組
織

内
外

の
相
互
関

係
及

び
情

報
伝
達
含

む
。

）
 

設
計
及
び
調

達
は
，
第

1
図

に
示

す
本
店
組

織
及

び
発

電
所
組
織

に
係

る
体

制
で
実
施

す
る

。
 

ま
た
，
設
計

（
「
3
.
3
 
本

申
請

に
お
け

る
設
計

に
係

る
品

質
管
理
の

方
法

」
）

並
び
に
調

達
（

「
3
.
4
本

申

請
に
お
け
る

調
達
管
理

の
方

法
」

）
の
各
プ

ロ
セ

ス
を

主
管
す
る

組
織

を
第

1
表
に
示

す
。
 

第
1
表
に
示

す
各
プ
ロ

セ
ス

を
主

管
す
る
組

織
の

長
は

，
担
当
す

る
設

備
に

関
す
る
設

計
並

び
に

調
達
に
つ

い
て
，
責
任

と
権
限
を

持
つ

。
 



 

 

4 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

－
 

                                             

 

－
 

                                             

  

 

第
1
表

 
設

計
及
び
調

達
の

実
施

の
体
制
 

プ
ロ

セ
ス
 

主
管

組
織
 

3
.3
 

本
申

請
に

お
け

る
設

計
に

係
る

品
質
管

理
の
方
法

 

本
店

 
発
電

管
理
室
 

発
電

所
 
発

電
室
 

発
電

所
 
安

全
管
理
室

 

発
電

所
 
保

修
室
 

発
電

所
 
安

全
・
防
災

室
 

3
.4
 

本
申

請
に

お
け

る
調

達
管

理
の

方
法
 

本
店

 
資
材

燃
料
室
 

本
店

 
発
電

管
理
室
 

発
電

所
 
発

電
室
 

発
電

所
 
安

全
管
理
室

 

発
電

所
 
保

修
室
 

発
電

所
 
安

全
・
防
災

室
 

 

3
.1
.
1 
設
計
に
係
る
組
織
 

設
計
は
，
第

1
表
に
示

す
主

管
組

織
の
う
ち

，
「
3
.
3
 
本

申
請
に

お
け

る
設

計
に
係
る

品
質

管
理

の
方

法
」
に
係
る

組
織
が
設

計
を

主
管

す
る
組
織

と
し

て
実

施
す
る
。

 

こ
の
設
計
に

必
要
な
資

料
の

作
成

を
行
う
た

め
，

第
1
図

に
示
す

体
制

を
定

め
て
設
計

に
係

る
活

動
を
実

施
す
る
。
 

な
お
，
本
申

請
に
お
い

て
上

記
に

よ
る
体
制

で
実

施
し

た
。
 

3
.1
.
2 
調
達
に
係
る
組
織
 

調
達
は

，
第

1
表
に
示

す
本

店
組

織
及
び
発

電
所

組
織

の
調
達
を

主
管

す
る

組
織
で
実

施
す

る
。
 

な
お
，

本
申

請
に
係
る

調
達

に
つ

い
て
は
，

本
店

資
材

燃
料
室
及

び
本

店
発

電
管
理
室

で
実

施
し

た
。
 



 

 

5 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

（
設
計
開
発
計
画
）
 

第
二
十
七
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
設
計
開
発
(
専
ら
原
子
力
施

設
に
お
い
て
用
い
る
た
め
の
設
計
開
発
に
限
る
。
)
の
計
画

(
以
下

「
設

計
開
発

計
画
」
と

い
う

。
)
を
策

定
す
る

と
と

も
に

、
設
計

開
発
を
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
計
画
の

策
定

に
お

い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
明
確
に

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

二
 
設
計

開
発
の

各
段
階

に
お

け
る

適
切
な
審

査
、

検
証

及
び
妥

当
性
確
認
の
方
法
並
び

に
管

理
体

制
 

(
7)
(
ⅲ
)
 a
.
 設

計
開
発
計
画
 

(
a)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
（
専
ら
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
用
い
る
た

め
の
設
計
開
発
に
限
る
。
）
の
計
画
（
以
下
「
設
計
開
発
計

画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
と
と
も
に
，
設
計
開
発
を
管
理

す
る
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
計
画
の
策
定
に
お
い
て
，
次
に
掲
げ
る
事

項
を
明
確
に
す
る
。
 

(
b
-
1
)
 
設
計
開
発
の
各
段
階
に
お
け
る
適
切
な
審
査
，
検
証
及
び
妥

当
性
確
認
の
方
法
並
び
に
管
理
体
制
 

3
.
2
 
本
申
請
に
お
け
る

設
計

の
各

段
階
と
そ

の
審

査
 

本
申
請
に
お

け
る
設
計

は
，

本
申

請
に
お
け

る
申

請
書

作
成
及
び

こ
れ

に
付

随
す
る
基

本
的

な
設

計
と
し

て
，
設
置
許
可
本
文
十
一
号
「
(
7
)
(
ⅲ
)
 
設
計
開
発
」
の
う
ち
，
必
要
な
事
項
に
基
づ
き
以
下
の
と
お
り
実

施

す
る
。
 

本
申
請
に
お

け
る
設
計

の
各

段
階

と
設
置
許

可
本

文
十

一
号
と
の

関
係

を
第

2
表
に
示

す
。
 

第
2
表

 
本

申
請
に
お

け
る

設
計

及
び
調
達

の
各

段
階
 

各
段

階
 

設
置

許
可
本

文
十
一

号
の

対
応
項

目
 

概
 

要
 

設 計  

3
.3
 

本
申

請
に

お
け

る

設
計

に
係

る
品

質

管
理

の
方
法
 

(
7)
(
ⅲ
)
a.

 
設
計
開

発
計

画
 

本
申

請
及

び
こ

れ
に

付

随
す

る
基

本
設

計
を

実

施
す

る
た
め

の
計
画
 

3
.3
.
1 

設
計

開
発

に
用

い

る
情

報
の
明

確
化
 

(
7)
(
ⅲ
)
b.

 
設
計
開

発
に

用
い
る

情
報
 

本
申

請
及

び
こ

れ
に

付

随
す

る
基

本
設

計
の

要

求
事

項
の
明

確
化
 

3
.3
.
2(
1
) 

※
 

申
請

書
作

成
の

た

め
の

設
計
 

(
7)
(
ⅲ
)
c.

 
設
計
開

発
の

結
果

に
係

る
情

報
 

本
申

請
に

お
け

る
申

請

書
作

成
の
た

め
の
設
計

 

3
.3
.
2(
2
) 

設
計

の
ア

ウ
ト

プ

ッ
ト

に
対

す
る

検

証
 

(
7)
(
ⅲ
)
e.

 
設
計
開

発
の

検
証
 

本
申

請
及

び
こ

れ
に

付

随
す

る
基

本
設

計
の

妥

当
性

の
チ
ェ

ッ
ク
 

3
.3
.
3 

※
 

設
計

に
お

け
る

変

更
 

(
7)
(
ⅲ
)
g.

 
設
計
開

発
の

変
更
の

管
理
 

設
計

対
象

の
追

加
や

変

更
時

の
対
応
 

調 達  

3
.4
 

本
申

請
に

お
け

る

調
達

管
理
の

方
法
 

(
7)
(
ⅳ
)
 調

達
 

本
申

請
に

必
要

な
設

計

に
係

る
調
達

管
理
 

※
：

「
3
.
2
 
本

申
請
に

お
け

る
設

計
の
各
段

階
と

そ
の

審
査
」
で

述
べ

て
い

る
「
設
計

の
各

段
 

階
に

お
け
る

審
査
」
の

各
段

階
を

示
す
。
 

（
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
）
 

第
三

十
条
 
原
子

力
事
業

者
等

は
、

設
計
開
発

の
適

切
な

段
階
に
お

い
て
、
設
計
開
発
計
画
に

従
っ
て

、
次
に
掲

げ
る

事
項

を
目
的
と

し
た
体
系
的
な
審
査
(
以
下
「
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
」
と
い
う
。
)

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

一
 
設
計

開
発
の

結
果
の

個
別

業
務

等
要
求
事

項
へ

の
適

合
性
に

つ
い
て
評
価
す
る
こ
と

。
 

二
 
設
計

開
発
に

問
題
が

あ
る

場
合

に
お
い
て

は
、

当
該

問
題
の

内
容
を
明
確
に
し
、
必

要
な

措
置

を
提
案
す

る
こ

と
。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
レ
ビ
ュ

ー
に

、
当

該
設
計
開

発
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
な

っ
て
い

る
設
計
開

発
段

階
に

関
連
す
る

部
門
の
代
表
者
及
び
当
該

設
計
開

発
に
係
る

専
門

家
を

参
加
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
レ
ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記
録
及

び
当
該
設
計
開
発
レ
ビ
ュ

ー
の
結

果
に
基
づ

き
講

じ
た

措
置
に
係

る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ

を
管
理

し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
7)
(
ⅲ
)
ｄ
.
 設

計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
 

(
a
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
，
設
計
開
発
計

画
に
従
っ
て
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
し
た
体
系
的
な
審

査
（
以
下
「
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す

る
。
 

(
a
-
1
)
 
設
計
開
発
の
結
果
の
個
別
業
務
等
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
に

つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
。
 

(
a
-
2
)
 
設
計
開
発
に
問
題
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
当
該
問
題
の

内
容
を
明
確
に
し
，
必
要
な
措
置
を
提
案
す
る
こ
と
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
に
，
当
該
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
設
計
開
発
段
階
に
関
連
す
る
各
組
織
の

代
表
者
及
び
当
該
設
計
開
発
に
係
る
専
門
家
を
参
加
さ
せ
る
。
 

 (
c
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
及
び
当
該
設
計

開
発
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
係
る
記
録
を

作
成
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

設
計
を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

第
2
表
に

示
す

設
計

の
各
段
階

に
お

け
る

審
査
（
以

下
「

レ
ビ

ュ
ー
」
と

い
う
。
）
を
実

施
す
る

と
と

も
に

，
記
録
を

管
理

す
る

。
 

な
お
，
設
計

の
各
段
階

に
お

け
る

レ
ビ
ュ
ー

に
つ

い
て

は
，
第

1
表

に
示

す
設
計

を
主
管

す
る

組
織

の
中
で

当
該
設
備
の

設
計
に
関

す
る

専
門

家
を
含
め

て
実

施
す

る
。
 

な
お

，
本
申

請
に
お
い

て
上

記
に

よ
る
活
動

を
実

施
し

た
。
 

 



 

 

6 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

（
設
計
開
発
計
画
）
 

第
二
十
七
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
設
計
開
発
(
専
ら
原
子
力
施

設
に
お
い
て
用
い
る
た
め
の
設
計
開
発
に
限
る
。
)
の
計
画

(
以
下

「
設

計
開
発

計
画
」
と

い
う

。
)
を
策

定
す
る

と
と

も
に

、
設
計

開
発
を
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ａ
.
 
設
計
開
発
計
画
 

(
a
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
（
専
ら
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
用
い
る
た

め
の
設
計
開
発
に
限
る
。
）
の
計
画
（
以
下
「
設
計
開
発
計

画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
と
と
も
に
，
設
計
開
発
を
管
理

す
る
。
 

3
.
3
 
本
申
請
に

お
け
る

設
計

に
係

る
品
質
管

理
の

方
法
 

設
計
を
主
管
す
る
組
織
の
長
は
，
本
申
請
に
お
け
る
設
計
と
し
て
，
「
3
.
3
.
1
 

設
計
開
発
に
用
い
る
情
報

の
明
確
化
」
，
「
3
.
3
.
2
(
1
)
 
申
請
書
作
成
の
た
め
の
設
計
」
及
び
「
3
.
3
.
2
(
2
)
 
設
計
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
対

す
る
検
証
」
の

各
段
階

を
実

施
す

る
。
 

以
下
に
各
段

階
の
活
動

内
容

を
示

す
。
 

（
設
計
開
発
に
用
い
る
情

報
）
 

第
二
十
八
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
個
別
業
務
等
要
求
事
項
と
し

て
設
計
開
発
に
用
い
る
情

報
で
あ

っ
て
、
次

に
掲

げ
る

も
の
を
明

確
に
定
め
る
と
と
も
に
、

当
該
情

報
に
係
る

記
録

を
作

成
し
、
こ

れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

一
 
機
能

及
び
性

能
に
係

る
要

求
事

項
 

二
 
従
前

の
類
似

し
た
設

計
開

発
か

ら
得
ら
れ

た
情

報
で

あ
っ

て
、
当
該
設
計
開
発
に

用
い

る
情

報
と
し
て

適
用

可
能

な
も
の
 

三
 
関
係

法
令
 

四
 
そ
の

他
設
計

開
発
に

必
要

な
要

求
事
項
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
に
用
い

る
情

報
に

つ
い
て
、

そ
の
妥
当
性
を
評
価
し
、

承
認
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ｂ
.
 
設
計
開
発
に
用
い
る
情
報
 

(
a)
 
組
織
は
，
個
別
業
務
等
要
求
事
項
と
し
て
設
計
開
発
に
用
い
る

情
報
で
あ
っ
て
，
次
に
掲
げ
る
も
の
を
明
確
に
定
め
る
と
と
も

に
，
当
該
情
報
に
係
る
記
録
を
作
成
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

(
a
-
1
)
 
機
能
及
び
性
能
に
係
る
要
求
事
項
 

(
a
-
2
)
 
従
前
の
類
似
し
た
設
計
開
発
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
で
あ
っ

て
，
当
該
設
計
開
発
に
用
い
る
情
報
と
し
て
適
用
可
能
な
も

の
 

(
a-
3
) 

関
係
法
令
 

 (
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
に
用
い
る
情
報
に
つ
い
て
，
そ
の
妥
当
性

を
評
価
し
，
承
認
す
る
。
 

3
.
3
.
1
 
設
計
開
発
に
用

い
る

情
報

の
明
確
化

 

設
計
を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

本
申
請
に

必
要

な
設

計
開
発
に

用
い

る
情

報
を
明
確

に
し

，
設

計
開
発

レ
ビ
ュ
ー
を

実
施
す
る

。
 

な
お

，
本
申

請
に
お
い

て
上

記
に

よ
る
活
動

を
実

施
し

た
。
 

 

－
 

－
 

3
.
3
.
2
 
設
計
及
び
設
計

の
ア

ウ
ト

プ
ッ
ト
に

対
す

る
検

証
 

設
計
を

主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

本
申
請
に

お
け

る
設

計
を
以
下

の
と

お
り

実
施
す
る

。
 

 

（
設
計
開
発
の
結
果
に
係

る
情
報

）
 

第
二
十
九
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
設
計
開
発
の
結
果
に
係
る
情

報
を
、
設
計
開
発
に
用
い

た
情
報

と
対
比
し

て
検

証
す

る
こ
と
が

で
き
る
形
式
に
よ
り
管
理

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
の
次
の

段
階

の
プ

ロ
セ
ス
に

進
む
に
当
た
り
、
あ
ら
か

じ
め
、

当
該
設
計

開
発

の
結

果
に
係
る

情
報
を
承
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
の
結
果

に
係

る
情

報
を
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す

る
も
の

と
し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

一
 
設
計

開
発
に

係
る
個

別
業

務
等

要
求
事
項

に
適

合
す

る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
調
達

、
機
器

等
の
使

用
及

び
個

別
業
務
の

実
施

の
た

め
に
適

切
な
情
報
を
提
供
す
る

も
の

で
あ

る
こ
と
。

 

三
 
合
否

判
定
基

準
を
含

む
も

の
で

あ
る
こ
と

。
 

四
 
機
器

等
を
安

全
か
つ

適
正

に
使

用
す
る
た

め
に

不
可

欠
な
当

該
機
器
等
の
特
性
が
明

確
で

あ
る

こ
と
。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ｃ
.
 
設
計
開
発
の
結
果
に
係
る
情
報
 

(
a)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
結
果
に
係
る
情
報
を
，
設
計
開
発
に
用

い
た
情
報
と
対
比
し
て
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
形
式
に
よ
り

管
理
す
る
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
次
の
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
に
進
む
に
当
た

り
，
あ
ら
か
じ
め
，
当
該
設
計
開
発
の
結
果
に
係
る
情
報
を
承

認
す
る
。
 

(
c
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
結
果
に
係
る
情
報
を
，
次
に
掲
げ
る
事

項
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
c
-
1
)
 
設
計
開
発
に
係
る
個
別
業
務
等
要
求
事
項
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
 

(
c
-
2
)
 
調
達
，
機
器
等
の
使
用
及
び
個
別
業
務
の
実
施
の
た
め
に
適

切
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

(
c
-
3
)
 
合
否
判
定
基
準
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

(
c
-
4
)
 
機
器
等
を
安
全
か
つ
適
正
に
使
用
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
当

該
機
器
等
の
特
性
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。
 

 

(
1
)
 
申

請
書

作
成
の
た

め
の

設
計
 

設
計

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

本
申
請
に

お
け

る
申

請
書
作
成

の
た

め
の

設
計
を
実

施
す

る
。
 

設
計

に
際
し

て
は
，
設

計
開

発
レ

ビ
ュ
ー
を

実
施

す
る

。
 

ま
た

，
設
計

を
主
管
す

る
組

織
の

長
は
，
本

申
請

に
お

け
る
申
請

書
の

作
成

に
必
要
な

基
本

的
な

設
計

の
品
質

を
確
保
す

る
上

で
重

要
な
活
動

と
な

る
，

「
調
達
に

よ
る

解
析

」
及
び
「

手
計

算
に

よ

る
自

社
解
析

」
に
つ
い

て
，

個
別

に
管
理
事

項
を

実
施

し
，
品
質

を
確

保
す

る
。
 

な
お

，
本
申

請
に
お
い

て
上

記
に

よ
る
活
動

を
実

施
し

た
。
 

（
設
計
開
発
の
検
証
）
 

第
三
十
一
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
設
計
開
発
の
結
果
が
個
別
業

務
等
要
求
事
項
に
適
合
し

て
い
る

状
態
を
確

保
す

る
た

め
に
、
設

計
開
発
計
画
に
従
っ
て
検

証
を
実

施
し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
当

該
設

計
開
発
を

行
っ

た
要

員
に
第
一

項
の
検
証
を
さ
せ
て
は
な

ら
な
い

。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ｅ
.
 
設
計
開
発
の
検
証
 

(
a
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
結
果
が
個
別
業
務
等
要
求
事
項
に
適
合

し
て
い
る
状
態
を
確
保
す
る
た
め
に
，
設
計
開
発
計
画
に
従
っ

て
検
証
を
実
施
す
る
。
 

(
c
)
 
組
織
は
，
当
該
設
計
開
発
を
行
っ
た
要
員
に
当
該
設
計
開
発
の

検
証
を
さ
せ
な
い
。
 

(
2
)
 
設
計
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
対
す
る
検
証

 
 

設
計

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

「
3
.
3
.
2
 
設

計
及

び
設
計

の
ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

に
対
す
る

検
証

」

の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
設
計
の
イ
ン
プ
ッ
ト
（
「
3
.
3
.
1
 
設
計
開
発
に
用
い
る
情
報
の
明
確
化
」
）
で

与
え

ら
れ
た

要
求
事
項

に
対

す
る

適
合
性
を

確
認

し
た

上
で
，
要

求
事

項
を

満
た
し
て

い
る

こ
と

の

検
証

を
，
組

織
の
要
員

に
指

示
す

る
。
 

こ
の

検
証
は

当
該
設
計

開
発

を
行

っ
た
要
員

以
外

の
者

に
実
施
さ

せ
る

。
 

な
お

，
本
申

請
に
お
い

て
上

記
に

よ
る
活
動

を
実

施
し

た
。
 

－
 

－
 

(
3
)
 
申

請
書

の
作
成
 

設
計

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

本
申
請
に

お
け

る
申

請
書
作
成

の
た

め
の

設
計
か
ら

の
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
を
基

に
，
本
申

請
に

必
要

な
書
類
等

を
取

り
ま

と
め
る
。

 

な
お

，
本
申

請
に
お
い

て
上

記
に

よ
る
活
動

を
実

施
し

た
。
 



 

 

7 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

－
 

－
 

(
4
)
 
申

請
書

の
承
認
 

設
計

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

作
成
し
た

資
料

を
取

り
ま
と
め

，
原

子
炉

施
設
保
安

委
員

会
へ

付
議

し
，
審

議
及
び
確

認
を

得
る

。
 

ま
た

，
本
申

請
の
提
出

手
続

き
を

主
管
す
る

組
織

の
長

は
，
原
子

炉
施

設
保

安
委
員
会

の
審

議
及

び
確

認
を
得

た
本
申
請

に
お

け
る

申
請
書
に

つ
い

て
，

原
子
力
規

制
委

員
会

へ
の
提
出

手
続

き
の

承

認
を

得
る
。
 

な
お

，
本
申

請
に
お
い

て
上

記
に

よ
る
活
動

を
実

施
し

た
。
 

（
設
計
開
発
の
変
更
の
管

理
）
 

第
三
十
三
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
設
計
開
発
の
変
更
を
行
っ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

変
更
の

内
容
を
識

別
す

る
こ

と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に

、
当
該

変
更
に
係

る
記

録
を

作
成
し
、

こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
の
変
更

を
行

う
に

当
た
り
、

あ
ら
か
じ
め
、
審
査
、
検

証
及
び

妥
当
性
確

認
を

行
い

、
変
更
を

承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
前

項
の

審
査
に
お

い
て

、
設

計
開
発
の

変
更

が
原
子

力
施
設
に

及
ぼ

す
影

響
の
評
価

(
当
該

原
子
力

施
設

を
構
成
す
る
材
料
又
は
部

品
に
及

ぼ
す
影
響

の
評

価
を

含
む
。

)

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ｇ
.
 
設
計
開
発
の
変
更
の
管
理
 

(
a
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
変
更
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
，
当

該
変
更
の
内
容
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と

も
に
，
当
該
変
更
に
係
る
記
録
を
作
成
し
，
こ
れ
を
管
理
す

る
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
変
更
を
行
う
に
当
た
り
，
あ
ら
か
じ

め
，
審
査
，
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
を
行
い
，
変
更
を
承
認
す

る
。
 

(
c
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
変
更
の
審
査
に
お
い
て
，
設
計
開
発
の

変
更
が
原
子
炉
施
設
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
（
当
該
原
子
炉
施

設
を
構
成
す
る
材
料
又
は
部
品
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
を
含

む
。
）
を
行
う
。
 

3
.
3
.
3
 
設
計
に
お
け
る

変
更
 

設
計
を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

設
計
の
変

更
が

必
要

と
な
っ
た

場
合

，
各

設
計
結
果

の
う

ち
，

影
響
を

受
け
る
も
の

に
つ
い
て

必
要

な
設

計
を
実
施

し
，

影
響

を
受
け
た

段
階

以
降

の
設
計
結

果
を

必
要

に
応
じ
修

正
す
る
。
 

 

（
調
達
プ
ロ
セ
ス
）
 

第
三
十
四
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
調
達
す
る
物
品
又
は
役
務

(
以
下
「
調
達
物
品
等
」

と
い

う
。

)
が

、
自
ら

規
定

す
る

調
達
物

品
等

に
係
る

要
求
事
項
(
以
下

「
調
達

物
品
等

要
求

事
項

」
と
い

う
。
)
に
適
合
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
保

安
活

動
の
重
要

度
に

応
じ

て
、
調
達

物
品
等
の
供
給
者
及
び
調

達
物
品

等
に
適
用

さ
れ

る
管

理
の
方
法

及
び
程
度
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
こ

の
場

合
に

お
い
て
、

一
般
産
業
用
工
業
品
に
つ

い
て
は

、
調
達
物

品
等

の
供

給
者
等
か

ら
必
要
な
情
報
を
入
手
し

当
該
一

般
産
業
用

工
業

品
が

調
達
物
品

等
要
求
事
項
に
適
合
し
て

い
る
こ

と
を
確
認

で
き

る
よ

う
に
、
管

理
の
方
法
及
び
程
度
を
定

め
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
調

達
物

品
等
要
求

事
項

に
従

い
、
調
達

物
品
等
を
供
給
す
る
能
力

を
根
拠

と
し
て
調

達
物

品
等

の
供
給
者

を
評
価
し
、
選
定
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

 

(
7
)
(
ⅳ
)
ａ
.
 
調
達
プ
ロ
セ
ス
 

(
a
)
 
組
織
は
，
調
達
す
る
物
品
又
は
役
務
（
以
下
「
調
達
物
品
等
」

と
い
う
。
）
が
，
自
ら
規
定
す
る
調
達
物
品
等
に
係
る
要
求
事

項
（
以
下
「
調
達
物
品
等
要
求
事
項
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す

る
よ
う
に
す
る
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
，
調
達
物
品
等
の
供

給
者
及
び
調
達
物
品
等
に
適
用
さ
れ
る
管
理
の
方
法
及
び
程
度

を
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
一
般
産
業
用
工
業
品
に
つ

い
て
は
，
調
達
物
品
等
の
供
給
者
等
か
ら
必
要
な
情
報
を
入
手

し
当
該
一
般
産
業
用
工
業
品
が
調
達
物
品
等
要
求
事
項
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
，
管
理
の
方
法
及
び
程

度
を
定
め
る
。
 

(
c
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
要
求
事
項
に
従
い
，
調
達
物
品
等
を
供

給
す
る
能
力
を
根
拠
と
し
て
調
達
物
品
等
の
供
給
者
を
評
価

し
，
選
定
す
る
。
 

3
.
4
 
本
申
請
に

お
け
る

調
達

管
理

の
方
法
 

調
達
を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

調
達
管
理

を
確

実
に

す
る
た
め

に
，

設
置

許
可
本
文

十
一

号
に

基
づ
き
以

下
に
示
す
管

理
を
実
施

す
る

。
 

3
.
4
.
1
 
供
給
者

の
技
術

的
評

価
 

契
約
及

び
調

達
を
主
管

す
る

組
織

の
長
は
，

供
給

者
が

当
社
の
要

求
事

項
に

従
っ
て
調

達
製

品
を

供
給
す

る
技
術
的
な

能
力
を
判

断
の

根
拠

と
し
て
，

供
給

者
の

技
術
的
評

価
を

実
施

す
る
。
 

 

3
.4
.
2 

供
給
者
の
選
定
 

調
達
を

主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

本
申
請
に

お
け

る
設

計
に
必
要

な
調

達
を

行
う
場
合

，
調

達
に

必
要
な

要
求
事
項
を

明
確
に
し

，
契

約
を

主
管
す
る

組
織

の
長

へ
供
給
者

の
選

定
を

依
頼
す
る

。
ま

た
，

契
約
を

主
管
す
る
組

織
の
長
は

，
「
3
.
4
.
1
 
供
給
者

の
技

術
的

評
価
」
で

，
技

術
的

な
能
力
が

あ
る

と
判

断
し
た

供
給
者
を
選

定
す
る
。

 

供
給
者
に
対

し
て
は
品

質
保

証
計

画
書
を
提

出
さ

せ
審

査
す
る
。

 

－
 

－
 

3
.
4
.
3
 
調
達
管
理
 

調
達
を

主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

調
達
に
関

す
る

品
質

保
証
活
動

を
行

う
に

当
た
っ
て

，
以

下
に

基
づ
き

業
務
を
実
施

す
る
。
 

な
お
，

本
申

請
に
お
い

て
上

記
に

よ
る
活
動

は
以

下
の

と
お
り
実

施
し

た
。
 

（
調
達
物
品
等
要
求
事
項

）
 

第
三
十
五
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
調
達
物
品
等
に
関
す
る
情
報

に
、
次
に
掲
げ
る
調
達
物

品
等
要

求
事
項
の

う
ち

、
該

当
す
る
も

の
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

一
 
調
達

物
品
等

の
供
給

者
の

業
務

の
プ
ロ
セ

ス
及

び
設

備
に
係

る
要
求
事
項
 

二
 
調
達

物
品
等

の
供
給

者
の

要
員

の
力
量
に

係
る

要
求

事
項
 

三
 
調
達

物
品
等

の
供
給

者
の

品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム
に

係
る
要
求
事
項
 

四
 
調
達

物
品
等

の
不
適

合
の

報
告

及
び
処
理

に
係

る
要

求
事
項
 

(
7
)
(
ⅳ
)
ｂ
.
 
調
達
物
品
等
要
求
事
項
 

(
a
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
に
関
す
る
情
報
に
，
次
に
掲
げ
る
調
達

物
品
等
要
求
事
項
の
う
ち
，
該
当
す
る
も
の
を
含
め
る
。
 

(
a
-
1
)
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
設
備
に
係

る
要
求
事
項
 

(
a
-
2
)
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
要
員
の
力
量
に
係
る
要
求
事
項
 

(
a
-
3
)
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に

係
る
要
求
事
項
 

(
a
-
4
)
 
調
達
物
品
等
の
不
適
合
の
報
告
及
び
処
理
に
係
る
要
求
事
項
 

(
a
-
5
)
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
が
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
及

(
1
)
 
仕

様
書

の
作
成
 

調
達

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

業
務
の
内

容
に

応
じ

，
設
置
許

可
本

文
十

一
号
に
基

づ
く

調
達

要
求

事
項
を

含
め
た
仕

様
書

を
作

成
し
，
供

給
者

の
業

務
実
施
状

況
を

適
切

に
管
理
す

る
。

（
「
3
.
4
.
3
(
2
)
 
調
達
し
た
役
務
の
検
証
」
参
照
）
 



 

 

8 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

五
 
調
達

物
品
等

の
供
給

者
が

健
全

な
安
全
文

化
を

育
成

し
、
及

び
維
持
す
る
た
め
に
必

要
な

要
求

事
項
 

六
 
一
般

産
業
用

工
業
品

を
機

器
等

に
使
用
す

る
に

当
た

っ
て
の

評
価
に
必
要
な
要
求
事

項
 

七
 
そ
の

他
調
達

物
品
等

に
必

要
な

要
求
事
項

 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
調

達
物

品
等
要
求

事
項

と
し

て
、
原
子

力
事
業
者
等
が
調
達
物
品

等
の
供

給
者
の
工

場
等

に
お

い
て
使
用

前
事
業
者
検
査
等
そ
の
他

の
個
別

業
務
を
行

う
際

の
原

子
力
規
制

委
員
会
の
職
員
に
よ
る
当

該
工
場

等
へ
の
立

入
り

に
関

す
る
こ
と

を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

４
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
調

達
物

品
等
を
受

領
す

る
場

合
に
は
、

調
達
物
品
等
の
供
給
者
に

対
し
、

調
達
物
品

等
要

求
事

項
へ
の
適

合
状
況
を
記
録
し
た
文
書

を
提
出

さ
せ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

び
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
要
求
事
項
 

 (
a
-
6
)
 
一
般
産
業
用
工
業
品
を
機
器
等
に
使
用
す
る
に
当
た
っ
て
の

評
価
に
必
要
な
要
求
事
項
 

(
a
-
7
)
 
そ
の
他
調
達
物
品
等
に
必
要
な
要
求
事
項
 

(
b
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
要
求
事
項
と
し
て
，
組
織
が
調
達
物
品

等
の
供
給
者
の
工
場
等
に
お
い
て
使
用
前
事
業
者
検
査
等
そ
の

他
の
個
別
業
務
を
行
う
際
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
職
員
に
よ

る
当
該
工
場
等
へ
の
立
入
り
に
関
す
る
こ
と
を
含
め
る
。
 

 (
c
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
を
受
領
す
る
場
合
に
は
，
調
達
物
品
等

の
供
給
者
に
対
し
，
調
達
物
品
等
要
求
事
項
へ
の
適
合
状
況
を

記
録
し
た
文
書
を
提
出
さ
せ
る
。
 

 

（
調
達
物
品
等
の
検
証
）
 

第
三
十
六
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
調
達
物
品
等
が
調
達
物
品
等

要
求
事
項
に
適
合
し
て
い

る
よ
う

に
す
る
た

め
に

必
要

な
検
証
の

方
法
を
定
め
、
実
施
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
調

達
物

品
等
の
供

給
者

の
工

場
等
に
お

い
て
調
達
物
品
等
の
検
証

を
実
施

す
る
こ
と

と
し

た
と

き
は
、
当

該
検
証
の
実
施
要
領
及
び

調
達
物

品
等
の
供

給
者

か
ら

の
出
荷
の

可
否
の
決
定
の
方
法
に
つ

い
て
調

達
物
品
等

要
求

事
項

の
中
で
明

確
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(
7)
(
ⅳ
)
ｃ
.
 調

達
物
品
等
の
検
証
 

(
a
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
が
調
達
物
品
等
要
求
事
項
に
適
合
し
て

い
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
検
証
の
方
法
を
定
め
，
実
施

す
る
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
工
場
等
に
お
い
て
調
達
物

品
等
の
検
証
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
，
当
該
検
証
の

実
施
要
領
及
び
調
達
物
品
等
の
供
給
者
か
ら
の
出
荷
の
可
否
の

決
定
の
方
法
に
つ
い
て
調
達
物
品
等
要
求
事
項
の
中
で
明
確
に

定
め
る
。
 

 

(
2
)
 
調

達
し

た
役
務
の

検
証
 

調
達

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

調
達
し
た

役
務

が
調

達
要
求
事

項
を

満
た

し
て
い
る

こ
と

を
確

実
に

す
る
た

め
に
調
達

し
た

役
務

の
検
証
を

行
う

。
 

供
給

者
先
で

検
証
を
実

施
す

る
場

合
は
，
あ

ら
か

じ
め

仕
様
書
で

検
証

の
要

領
及
び
調

達
し

た
役

務
の

リ
リ
ー

ス
の
方
法

を
明

確
に

し
た
上
で

，
検

証
を

行
う
。
 

（
調
達
プ
ロ
セ
ス
）
 

第
三
十
四
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
調
達
す
る
物
品
又
は
役
務

(
以
下
「
調
達
物
品
等
」

と
い

う
。

)
が

、
自
ら

規
定

す
る

調
達
物

品
等

に
係
る

要
求
事
項
(
以
下

「
調
達

物
品
等

要
求

事
項

」
と
い

う
。
)
に
適
合
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
7
)
(
ⅳ
)
ａ
.
 
調
達
プ
ロ
セ
ス
 

(
a
)
 
組
織
は
，
調
達
す
る
物
品
又
は
役
務
（
以
下
「
調
達
物
品
等
」

と
い
う
。
）
が
，
自
ら
規
定
す
る
調
達
物
品
等
に
係
る
要
求
事

項
（
以
下
「
調
達
物
品
等
要
求
事
項
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す

る
よ
う
に
す
る
。
 

 

3
.
4
.
4
 
調
達
先
品
質
保

証
監

査
 

供
給
者

に
対

す
る
監
査

を
主

管
す

る
組
織
の

長
は

，
供

給
者
の
品

質
保

証
活

動
及
び
健

全
な

安
全

文
化
を

育
成
し
維
持

す
る
た
め

の
活

動
が

適
切
で
，

か
つ

，
確

実
に
行
わ

れ
て

い
る

こ
と
を
確

認
す

る
た

め
に
，

調
達
先
品
質

保
証
監
査

を
実

施
す

る
。
 

 

（
文
書
の
管
理
）
 

第
七

条
 
原

子
力

事
業
者

等
は

、
品

質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
文

書
を
管
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
記
録
の
管
理
）
 

第
八

条
 
原

子
力

事
業
者

等
は

、
こ

の
規
則
に

規
定

す
る

個
別
業
務

等
要
求
事
項
へ
の
適
合
及

び
品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム
の
実

効
性
を
実
証
す
る
記
録
を

明
確
に

す
る
と
と

も
に

、
当

該
記
録

を
、
読
み
や
す
く
容
易
に

内
容
を

把
握
す
る

こ
と

が
で

き
、
か

つ
、
検
索
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ

う
に
作
成

し
、

保
安

活
動
の
重

要
度
に
応
じ
て
こ
れ
を
管

理
し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

(
4
)
(
ⅱ
)
ｃ
.
 
文
書
の
管
理
 

(
a
)
 
組
織
は
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文
書
を
管
理
す
る
。
 

 

(
4
)
(
ⅱ
)
ｄ
.
 
記
録
の
管
理
 

(
a
)
 
組
織
は
，
品
管
規
則
に
規
定
す
る
個
別
業
務
等
要
求
事
項
へ
の

適
合
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
を
実
証
す

る
記
録
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
，
当
該
記
録
を
，
読
み
や
す

く
容
易
に
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
，
か
つ
，
検
索
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
作
成
し
，
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ

て
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

 

3
.
5
 
本
申
請
に

お
け
る

文
書

及
び

記
録
の
管

理
 

本
申
請
に
お

け
る
設
計

に
係

る
文

書
及
び
記

録
に

つ
い

て
は
，
設

置
許

可
本

文
十
一
号

に
定

め
る

品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
文

書
，
そ
れ

ら
に

基
づ

き
作
成
さ

れ
る

品
質

記
録
で
あ

り
，

こ
れ

ら
を
適
切

に
管

理
す

る
。
 

（
不
適
合
の
管
理
）
 

第
四
十
九
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
個
別
業
務
等
要
求
事
項
に
適

合
し
な
い
機
器
等
が
使
用

さ
れ
、

又
は
個
別

業
務

が
実

施
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
当
該

機
器
等

又
は
個
別

業
務

を
特

定
し
、
こ

れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
8)
(
ⅲ
)
 不

適
合
の
管
理
 

(
a
)
 
組
織
は
，
個
別
業
務
等
要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
機
器
等
が
使

用
さ
れ
，
又
は
個
別
業
務
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
，

当
該
機
器
等
又
は
個
別
業
務
を
特
定
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

3
.
6
 
本
申
請
に

お
け
る

不
適

合
管

理
 

本
申
請
に
基

づ
く
設
計

に
お

い
て

発
生
し
た

不
適

合
に

つ
い
て
は

，
適

切
に

処
置
を
行

う
。
 

－
 

－
 

4
.
 
そ
の

後
の
工

事
等
の

活
動

に
係

る
品
質
管

理
の

方
法

等
 

そ
の
後
の
工

事
等
の
活

動
に

係
る

品
質
管
理

の
方

法
，

組
織
等
に

係
る

事
項

に
つ
い
て

は
，

設
置

許
可
本
文



 

 

9 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

十
一
号
に
基
づ

き
以
下

の
と

お
り

実
施
す
る

。
 

（
設
計
開
発
計
画
）
 

第
二
十
七
条
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
計
画
の

策
定

に
お

い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
明
確
に

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

三
 
設
計

開
発
に

係
る
部

門
及

び
要

員
の
責
任

及
び

権
限
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ａ
.
 
設
計
開
発
計
画
 

(
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
計
画
の
策
定
に
お
い
て
，
次
に
掲
げ
る
事

項
を
明
確
に
す
る
。
 

(
b
-
3
)
 
設
計
開
発
に
係
る
各
組
織
及
び
要
員
の
責
任
及
び
権
限
 

4
.
1
 
そ
の
後
の
工
事
等

の
活

動
に

係
る
組
織

（
組

織
内

外
の
相
互

関
係

及
び

情
報
伝
達

含
む

。
）
 

そ
の
後
の
工

事
等
の
活

動
は

，
第

1
図
に
示

す
本

店
組

織
及
び
発

電
所

組
織

に
係
る
体

制
で

実
施

す
る
。
 

－
 

－
 

4
.
2
 
そ
の
後
の

設
計
，

工
事

等
の

各
段
階
と

そ
の

審
査
 

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム

に
係
る
要

求
事

項
）
 

第
四
条
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
保

安
活

動
の
重
要

度
に

応
じ

て
、
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

を
確
立

し
、
運
用

し
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
次
に

掲
げ
る
事

項
を

適
切

に
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
原
子

力
施
設

、
組
織

又
は

個
別

業
務
の
重

要
度

及
び

こ
れ
ら

の
複
雑
さ
の
程
度
 

二
 
原
子

力
施
設

若
し
く

は
機

器
等

の
品
質
又

は
保

安
活

動
に
関

連
す
る
原
子
力
の
安
全

に
影

響
を

及
ぼ
す
お

そ
れ

の
あ

る
も
の

及
び
こ
れ
ら
に
関
連
す

る
潜

在
的

影
響
の
大

き
さ
 

三
 
機
器

等
の
故

障
若
し

く
は

通
常

想
定
さ
れ

な
い

事
象

の
発
生

又
は
保
安
活
動
が
不
適

切
に

計
画

さ
れ
、
若

し
く

は
実

行
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
起
こ
り

得
る

影
響
 

(
4
)
(
ⅰ
)
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
要
求
事
項
 

ｂ
.
 
組
織
は
，
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
，
運
用
す
る
。
こ
の
場
合
，
次
に
掲
げ
る

事
項
を
適
切
に
考
慮
す
る
。
 

  

(
a
)
 
原
子
炉
施
設
，
組
織
，
又
は
個
別
業
務
の
重
要
度
及
び
こ
れ
ら

の
複
雑
さ
の
程
度
 

(
b
)
 
原
子
炉
施
設
若
し
く
は
機
器
等
の
品
質
又
は
保
安
活
動
に
関
連

す
る
原
子
力
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
及

び
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
潜
在
的
影
響
の
大
き
さ
 

(
c
)
 
機
器
等
の
故
障
若
し
く
は
通
常
想
定
さ
れ
な
い
事
象
の
発
生
又

は
保
安
活
動
が
不
適
切
に
計
画
さ
れ
，
若
し
く
は
実
行
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
起
こ
り
得
る
影
響
 

4
.
2
.
1
 
設
計
及

び
工
事

等
の

グ
レ

ー
ド
分
け

の
適

用
 

設
計
及

び
工

事
等
に
お

け
る

グ
レ

ー
ド
分
け

は
，

発
電

用
原
子
炉

施
設

の
安

全
上
の
重

要
度

に
応

じ
て
行

う
。
 

（
設
計
開
発
計
画
）
 

第
二
十
七
条
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
計
画
の

策
定

に
お

い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
明
確
に

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

二
 
設
計

開
発
の

各
段
階

に
お

け
る

適
切
な
審

査
、

検
証

及
び
妥

当
性
確
認
の
方
法
並
び

に
管

理
体

制
 

（
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
）
 

第
三

十
条
 
原
子

力
事
業

者
等

は
、

設
計
開
発

の
適

切
な

段
階
に
お

い
て
、
設
計
開
発
計
画
に

従
っ
て

、
次
に
掲

げ
る

事
項

を
目
的
と

し
た
体
系
的
な
審
査
(
以
下
「
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
」
と
い
う
。
)

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

一
 
設
計

開
発
の

結
果
の

個
別

業
務

等
要
求
事

項
へ

の
適

合
性
に

つ
い
て
評
価
す
る
こ
と

。
 

二
 
設
計

開
発
に

問
題
が

あ
る

場
合

に
お
い
て

は
、

当
該

問
題
の

内
容
を
明
確
に
し
、
必

要
な

措
置

を
提
案
す

る
こ

と
。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
レ
ビ
ュ

ー
に

、
当

該
設
計
開

発
レ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
な

っ
て
い

る
設
計
開

発
段

階
に

関
連
す
る

部
門
の
代
表
者
及
び
当
該

設
計
開

発
に
係
る

専
門

家
を

参
加
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
レ
ビ
ュ

ー
の

結
果

の
記
録
及

び
当
該
設
計
開
発
レ
ビ
ュ

ー
の
結

果
に
基
づ

き
講

じ
た

措
置
に
係

る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ

を
管
理

し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ａ
.
 
設
計
開
発
計
画
 

(
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
計
画
の
策
定
に
お
い
て
，
次
に
掲
げ
る
事

項
を
明
確
に
す
る
。
 

(
b
-
2
)
 
設
計
開
発
の
各
段
階
に
お
け
る
適
切
な
審
査
，
検
証
及
び
妥

当
性
確
認
の
方
法
並
び
に
管
理
体
制
 

 

(
7)
(
ⅲ
)
ｄ
.
 設

計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
 

(
a
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
，
設
計
開
発
計

画
に
従
っ
て
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
目
的
と
し
た
体
系
的
な
審

査
（
以
下
「
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す

る
。
 

(
a
-
1
)
 
設
計
開
発
の
結
果
の
個
別
業
務
等
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
に

つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
。
 

(
a
-
2
)
 
設
計
開
発
に
問
題
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
，
当
該
問
題
の

内
容
を
明
確
に
し
，
必
要
な
措
置
を
提
案
す
る
こ
と
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
に
，
当
該
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
設
計
開
発
段
階
に
関
連
す
る
各
組
織
の

代
表
者
及
び
当
該
設
計
開
発
に
係
る
専
門
家
を
参
加
さ
せ
る
。
 

 (
c
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
の
記
録
及
び
当
該
設
計

開
発
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
係
る
記
録
を

作
成
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

4
.
2
.
2
 
設
計
及
び
工
事

等
の

各
段

階
と
そ
の

審
査
 

設
計
又

は
工

事
を
主
管

す
る

組
織

の
長
並
び

に
検

査
を

担
当
す
る

組
織

の
長

は
，
そ
の

後
に

お
け

る
設
計

及
び
工
事
等

の
各
段
階

に
お

い
て

，
レ
ビ
ュ

ー
を

実
施

す
る
と
と

も
に

，
記

録
を
管
理

す
る

。
 

な
お
，

設
計

の
各
段
階

に
お

け
る

レ
ビ
ュ
ー

に
つ

い
て

は
，
設
計

及
び

工
事

を
主
管
す

る
組

織
の

中
で
当

該
設
備
の
設

計
に
関
す

る
専

門
家

を
含
め
て

実
施

す
る

。
 

（
設
計
開
発
計
画
）
 

第
二
十
七
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
設
計
開
発
(
専
ら
原
子
力
施

設
に
お
い
て
用
い
る
た
め
の
設
計
開
発
に
限
る
。
)
の
計
画

(
以
下

「
設

計
開
発

計
画
」
と

い
う

。
)
を
策

定
す
る

と
と

も
に

、
設
計

開
発
を
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ａ
.
 
設
計
開
発
計
画
 

(
a
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
（
専
ら
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
用
い
る
た

め
の
設
計
開
発
に
限
る
。
）
の
計
画
（
以
下
「
設
計
開
発
計

画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
す
る
と
と
も
に
，
設
計
開
発
を
管
理

す
る
。
 

4
.
3
 
そ
の
後
の

設
計
に

係
る

品
質

管
理
の
方

法
 

設
計
を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

設
工
認
に

お
け

る
技

術
基
準
規

則
等

へ
の

適
合
性
を

確
保

す
る
 

た
め
の
設
計

を
実
施
す

る
。
 



 

 

10 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

（
設
計
開
発
に
用
い
る
情

報
）
 

第
二
十
八
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
個
別
業
務
等
要
求
事
項
と
し

て
設
計
開
発
に
用
い
る
情

報
で
あ

っ
て
、
次

に
掲

げ
る

も
の
を
明

確
に
定
め
る
と
と
も
に
、

当
該
情

報
に
係
る

記
録

を
作

成
し
、
こ

れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

一
 
機
能

及
び
性

能
に
係

る
要

求
事

項
 

二
 
従
前

の
類
似

し
た
設

計
開

発
か

ら
得
ら
れ

た
情

報
で

あ
っ

て
、
当
該
設
計
開
発
に

用
い

る
情

報
と
し
て

適
用

可
能

な
も
の
 

三
 
関
係

法
令
 

四
 
そ
の

他
設
計

開
発
に

必
要

な
要

求
事
項
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
に
用
い

る
情

報
に

つ
い
て
、

そ
の
妥
当
性
を
評
価
し
、

承
認
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ｂ
.
 
設
計
開
発
に
用
い
る
情
報
 

(
a
)
 
組
織
は
，
個
別
業
務
等
要
求
事
項
と
し
て
設
計
開
発
に
用
い
る

情
報
で
あ
っ
て
，
次
に
掲
げ
る
も
の
を
明
確
に
定
め
る
と
と
も

に
，
当
該
情
報
に
係
る
記
録
を
作
成
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

(
a
-
1
)
 
機
能
及
び
性
能
に
係
る
要
求
事
項
 

(
a
-
2
)
 
従
前
の
類
似
し
た
設
計
開
発
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
で
あ
っ

て
，
当
該
設
計
開
発
に
用
い
る
情
報
と
し
て
適
用
可
能
な
も

の
 

(
a-
3
) 

関
係
法
令
 

 (
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
に
用
い
る
情
報
に
つ
い
て
，
そ
の
妥
当
性

を
評
価
し
，
承
認
す
る
。
 

4
.
3
.
1
 
適
合
性
確
認
対

象
設

備
に

対
す
る
要

求
事

項
の

明
確
化
 

そ
の
後

の
設

計
を
主
管

す
る

組
織

の
長
は
，

設
工

認
に

必
要
な
要

求
事

項
を

明
確
に
す

る
。
 

－
 

－
 

4
.
3
.
2
 
各
条
文
の
対
応

に
必

要
な

適
合
性
確

認
対

象
設

備
の
選
定

 

そ
の
後

の
設

計
を
主
管

す
る

組
織

の
長
は
，

各
条

文
の

対
応
に
必

要
な

適
合

性
確
認
対

象
設

備
を

抽
出
す

る
。
 

－
 

－
 

4
.
3
.
3
 
設
計
及
び
設
計

の
ア

ウ
ト

プ
ッ
ト
に

対
す

る
検

証
 

設
計
を

主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

適
合
性
確

認
対

象
設

備
の
技
術

基
準

規
則

等
へ
の
適

合
性

を
確

保
す
る

た
め
の
設
計

を
実
施
す

る
。
 

（
設
計
開
発
の
結
果
に
係

る
情
報

）
 

第
二
十
九
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
設
計
開
発
の
結
果
に
係
る
情

報
を
、
設
計
開
発
に
用
い

た
情
報

と
対
比
し

て
検

証
す

る
こ
と
が

で
き
る
形
式
に
よ
り
管
理

し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
の
次
の

段
階

の
プ

ロ
セ
ス
に

進
む
に
当
た
り
、
あ
ら
か

じ
め
、

当
該
設
計

開
発

の
結

果
に
係
る

情
報
を
承
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
の
結
果

に
係

る
情

報
を
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す

る
も
の

と
し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

一
 
設
計

開
発
に

係
る
個

別
業

務
等

要
求
事
項

に
適

合
す

る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
調
達

、
機
器

等
の
使

用
及

び
個

別
業
務
の

実
施

の
た

め
に
適

切
な
情
報
を
提
供
す
る

も
の

で
あ

る
こ
と
。

 

三
 
合
否

判
定
基

準
を
含

む
も

の
で

あ
る
こ
と

。
 

四
 
機
器

等
を
安

全
か
つ

適
正

に
使

用
す
る
た

め
に

不
可

欠
な
当

該
機
器
等
の
特
性
が
明

確
で

あ
る

こ
と
。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ｃ
.
 
設
計
開
発
の
結
果
に
係
る
情
報
 

(
a
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
結
果
に
係
る
情
報
を
，
設
計
開
発
に
用

い
た
情
報
と
対
比
し
て
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
形
式
に
よ
り

管
理
す
る
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
次
の
段
階
の
プ
ロ
セ
ス
に
進
む
に
当
た

り
，
あ
ら
か
じ
め
，
当
該
設
計
開
発
の
結
果
に
係
る
情
報
を
承

認
す
る
。
 

(
c
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
結
果
に
係
る
情
報
を
，
次
に
掲
げ
る
事

項
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
c
-
1
)
 
設
計
開
発
に
係
る
個
別
業
務
等
要
求
事
項
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
 

(
c
-
2
)
 
調
達
，
機
器
等
の
使
用
及
び
個
別
業
務
の
実
施
の
た
め
に
適

切
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

(
c
-
3
)
 
合
否
判
定
基
準
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

(
c
-
4
)
 
機
器
等
を
安
全
か
つ
適
正
に
使
用
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
当

該
機
器
等
の
特
性
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。
 

(
1
)
 
基

本
設

計
方
針
の

作
成

（
設

計
1
）
 

設
計

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

技
術
基
準

規
則

等
の

適
合
性
確

認
対

象
設

備
に
必
要

な
要

求
事

項
に

対
す
る

設
計
を
漏

れ
な

く
実

施
す
る
た

め
に

，
技

術
基
準
規

則
の

条
文

ご
と
に
各

条
文

に
関

連

す
る

要
求
事

項
を
用
い

て
設

計
項

目
を
明
確

に
し

た
基

本
設
計
方

針
を

作
成

す
る
。
 

(
2
)
 
適

合
性

確
認
対
象

設
備

の
各

条
文
へ
の

適
合

性
を

確
保
す
る

た
め

の
設

計
（
設
計

2
）
 

設
計

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

適
合
性
確

認
対

象
設

備
に
対
し

，
変

更
が

あ
っ
た
要

求
事

項
へ

の
適

合
性
を

確
保
す
る

た
め

の
詳

細
設
計
を

，
「

設
計

1」
の

結
果

を
用

い
て

実
施
す
る

。
 

(
3
)
 
詳

細
設

計
の
品
質

を
確

保
す

る
上
で
重

要
な

活
動

の
管
理
 

設
計

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

詳
細
設
計

の
品

質
を

確
保
す
る

上
で

重
要

な
活
動
と

な
る

，

「
調

達
に
よ

る
解
析
」

及
び

「
手

計
算
に
よ

る
自

社
解

析
」
に
つ

い
て

，
個

別
に
管
理

事
項

を
実

施

し
，

品
質
を

確
保
す
る

。
 

（
設
計
開
発
の
検
証
）
 

第
三
十
一
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
設
計
開
発
の
結
果
が
個
別
業

務
等
要
求
事
項
に
適
合
し

て
い
る

状
態
を
確

保
す

る
た

め
に
、
設

計
開
発
計
画
に
従
っ
て
検

証
を
実

施
し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
当

該
設

計
開
発
を

行
っ

た
要

員
に
第
一

項
の
検
証
を
さ
せ
て
は
な

ら
な
い

。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ｅ
.
 
設
計
開
発
の
検
証
 

(
a
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
結
果
が
個
別
業
務
等
要
求
事
項
に
適
合

し
て
い
る
状
態
を
確
保
す
る
た
め
に
，
設
計
開
発
計
画
に
従
っ

て
検
証
を
実
施
す
る
。
 

(
c
)
 
組
織
は
，
当
該
設
計
開
発
を
行
っ
た
要
員
に
当
該
設
計
開
発
の

検
証
を
さ
せ
な
い
。
 

(
4
)
 
設

計
の

ア
ウ
ト
プ

ッ
ト

に
対

す
る
検
証

 

設
計
を
主
管
す
る
組
織
の
長
は
，
「
4
.
3
.
3
 
設
計
及
び
設
計
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
対
す
る
検
証
」

の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
設
計
の
イ
ン
プ
ッ
ト
（
「
4
.
3
.
1
 
適
合
性
確
認
対
象
設
備
に
対
す
る
要
求
事
項

の
明
確
化
」
及
び
「
4
.
3
.
2
 
各
条
文
の
対
応
に
必
要
な
適
合
性
確
認
対
象
設
備
の
選
定
」
参
照
）
で

与
え

ら
れ
た

要
求
事
項

に
対

す
る

適
合
性
を

確
認

し
た

上
で
，
要

求
事

項
を

満
た
し
て

い
る

こ
と

の

検
証

を
，
組

織
の
要
員

に
指

示
す

る
。
 

な
お

，
こ
の

検
証
は
当

該
設

計
開

発
を
行
っ

た
要

員
以

外
の
者
に

実
施

さ
せ

る
。
 

－
 

－
 

(
5
)
 
設

工
認

申
請
書
の

作
成
 

設
計

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

そ
の
後
の

設
計

か
ら

の
ア
ウ
ト

プ
ッ

ト
を

基
に
，
設

工
認

に
必

要
な

書
類
等

を
取
り
ま

と
め

る
。
 



 

 

11 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

－
 

－
 

(
6
)
 
設

工
認

申
請
書
の

承
認
 

設
工

認
申
請

書
の
取
り

ま
と

め
を

主
管
す
る

組
織

の
長

は
，
設
計

を
主

管
す

る
組
織
の

長
が

作
成

し
た

資
料
を

取
り
ま
と

め
，

原
子

炉
施
設
保

安
運

営
委

員
会
へ
付

議
し

，
審

議
及
び
確

認
を

得
る

。
 

（
設
計
開
発
の
変
更
の
管

理
）
 

第
三
十
三
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
設
計
開
発
の
変
更
を
行
っ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

変
更
の

内
容
を
識

別
す

る
こ

と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に

、
当
該

変
更
に
係

る
記

録
を

作
成
し
、

こ
れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
設

計
開

発
の
変
更

を
行

う
に

当
た
り
、

あ
ら
か
じ
め
、
審
査
、
検

証
及
び

妥
当
性
確

認
を

行
い

、
変
更
を

承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
前

項
の

審
査
に
お

い
て

、
設

計
開
発
の

変
更

が
原
子

力
施
設
に

及
ぼ

す
影

響
の
評
価

(
当
該

原
子
力

施
設

を
構
成
す
る
材
料
又
は
部

品
に
及

ぼ
す
影
響

の
評

価
を

含
む
。

)

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(
7
)
(
ⅲ
)
ｇ
.
 
設
計
開
発
の
変
更
の
管
理
 

(
a
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
変
更
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
，
当

該
変
更
の
内
容
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と

も
に
，
当
該
変
更
に
係
る
記
録
を
作
成
し
，
こ
れ
を
管
理
す

る
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
変
更
を
行
う
に
当
た
り
，
あ
ら
か
じ

め
，
審
査
，
検
証
及
び
妥
当
性
確
認
を
行
い
，
変
更
を
承
認
す

る
。
 

(
c
)
 
組
織
は
，
設
計
開
発
の
変
更
の
審
査
に
お
い
て
，
設
計
開
発
の

変
更
が
原
子
炉
施
設
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
（
当
該
原
子
炉
施

設
を
構
成
す
る
材
料
又
は
部
品
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
を
含

む
。
）
を
行
う
。
 

4
.
3
.
4
 
設
計
に
お
け
る

変
更
 

設
計
を

主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

設
計
対
象

の
追

加
又

は
変
更
が

必
要

と
な

っ
た
場
合

，
各

設
計

結
果
の

う
ち
，
影
響

を
受
け
る

も
の

に
つ

い
て
必
要

な
設

計
を

実
施
し
，

影
響

を
受

け
た
段
階

以
降

の
設

計
結
果
を

必
要
に
応
じ

修
正
す
る

。
 

－
 

－
 

4
.
4
 
工
事
に
係

る
品
質

管
理

の
方

法
 

工
事
を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

具
体
的
な

設
備

の
設

計
の
実
施

及
び

そ
の

結
果
を
反

映
し

た
設

備
を
導
入

す
る
た
め
に
必
要
な
工
事
を
，
「
4
.
6
 
設
工
認
に
お
け
る
調
達
管
理
の
方
法
」
の
管
理
を
適
用
し
て
実
施
す

る
。
 

－
 

－
 

4
.
4
.
1
 
具
体
的
な
設
備

の
設

計
の

実
施
（
設

計
3）

 

工
事
を

主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

工
事
段
階

に
お

い
て

，
要
求
事

項
に

適
合

す
る
た
め

の
具

体
的

な
設
計

（
設

計
3
）

を
実

施
し
，

決
定

し
た

具
体
的
な

設
備

の
設

計
結
果
を

取
り

ま
と

め
る
。
 

－
 

－
 

4
.
4
.
2
 
具
体
的
な
設
備

の
設

計
に

基
づ
く
工

事
の

実
施
 

工
事
を

主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

要
求
事
項

に
適

合
す

る
設
備
を

設
置

す
る

た
め
の
工

事
を

実
施

す
る
。
 

（
機
器
等
の
検
査
等
）
 

第
四
十
八
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
機
器
等
に
係
る
要
求
事
項
へ

の
適
合
性
を
検
証
す
る
た

め
に
、

個
別
業
務

計
画

に
従

っ
て
、
個

別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ

ロ
セ
ス

の
適
切
な

段
階

に
お

い
て
、
使

用
前
事
業
者
検
査
等
又
は

自
主
検

査
等
を
実

施
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

５
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
保

安
活

動
の
重
要

度
に

応
じ

て
、
使
用

前
事

業
者
検

査
等
の
独

立
性
(
使

用
前

事
業
者

検
査

等
を

実
施
す

る
要
員
を
そ
の
対
象
と
な

る
機
器

等
を
所
管

す
る

部
門

に
属
す
る

要
員
と
部
門
を
異
に
す
る

要
員
と

す
る
こ
と

そ
の

他
の

方
法
に
よ

り
、
使
用
前
事
業
者
検
査

等
の
中

立
性
及
び

信
頼

性
が

損
な
わ
れ

な
い
こ
と
を
い
う
。
)
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
8
)
(
ⅱ
)
ｄ
.
 
機
器
等
の
検
査
等
 

(
a
)
 
組
織
は
，
機
器
等
に
係
る
要
求
事
項
へ
の
適
合
性
を
検
証
す
る

た
め
に
，
個
別
業
務
計
画
に
従
っ
て
，
個
別
業
務
の
実
施
に
係

る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
，
使
用
前
事
業
者
検
査

等
又
は
自
主
検
査
等
を
実
施
す
る
。
 

 (
e
)
 
組
織
は
，
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
，
使
用
前
事
業
者
検

査
等
の
独
立
性
（
使
用
前
事
業
者
検
査
等
を
実
施
す
る
要
員
を

そ
の
対
象
と
な
る
機
器
等
を
所
管
す
る
各
組
織
に
属
す
る
要
員

と
組
織
を
異
に
す
る
要
員
と
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
，
使
用
前
事
業
者
検
査
等
の
中
立
性
及
び
信
頼
性
が
損
な
わ

れ
な
い
こ
と
を
い
う
。
）
を
確
保
す
る
。
 

4
.
5
 
使
用
前
事

業
者
検

査
の

方
法
 

使
用
前
事
業

者
検
査
は

，
適

合
性

確
認
対
象

設
備

が
，

認
可
さ
れ

た
設

工
認

に
記
載
さ

れ
た

仕
様

及
び
プ
ロ

セ
ス
の
と
お
り

で
あ
る

こ
と

，
技

術
基
準
規

則
に

適
合

し
て
い
る

こ
と

を
確

認
す
る
た

め
，

使
用

前
事
業
者

検
査
を
計
画
し

，
工
事

実
施

組
織

か
ら
の
独

立
性

を
確

保
し
た
検

査
体

制
の

も
と
，
実

施
す

る
。
 

－
 

－
 

4
.
5
.
1
 
使
用
前
事
業
者

検
査

で
の

確
認
事
項

 

使
用
前

事
業

者
検
査
は

，
適

合
性

確
認
対
象

設
備

が
，

認
可
さ
れ

た
設

工
認

に
記
載
さ

れ
た

仕
様

及
び
プ

ロ
セ
ス
の
と

お
り
で
あ

る
こ

と
，

技
術
基
準

規
則

に
適

合
し
て
い

る
こ

と
を

確
認
す
る

た
め

に
，

以
下
の

項
目
に
つ
い

て
検
査
を

実
施

す
る

。
 

(
1
)
 
実

設
備

の
仕
様
の

適
合

性
確

認
 

(
2
)
 
品

質
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に
係
る

検
査
 

－
 

－
 

4
.
5
.
2
 
使
用
前
事
業
者

検
査

の
計

画
 

検
査
を

担
当

す
る
組
織

の
長

は
，

適
合
性
確

認
対

象
設

備
が
，
認

可
さ

れ
た

設
工
認
に

記
載

さ
れ

た
仕
様

及
び
プ
ロ
セ

ス
の
と
お

り
で

あ
る

こ
と
，
技

術
基

準
規

則
に
適
合

し
て

い
る

こ
と
を
確

認
す

る
た

め
，
使

用
前
事
業
者

検
査
を
計

画
す

る
。
 



 

 

12 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

－
 

－
 

4
.
5
.
3
 
検
査
計
画
の
管

理
 

検
査
に

係
る

プ
ロ
セ
ス

の
取

り
ま

と
め
を
主

管
す

る
組

織
の
長
は

，
使

用
前

事
業
者
検

査
の

実
施

時
期
及

び
使
用
前
事

業
者
検
査

が
確

実
に

行
わ
れ
る

こ
と

を
管

理
す
る
。

 

－
 

－
 

4
.
5
.
4
 
使
用
前
事
業
者

検
査

の
実

施
 

使
用
前

事
業

者
検
査
は

，
検

査
要

領
書
の
作

成
，

検
査

体
制
を
確

立
し

て
実

施
す
る
。

 

（
調
達
プ
ロ
セ
ス
）
 

第
三
十
四
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
調
達
す
る
物
品
又
は
役
務

(
以
下
「
調
達
物
品
等
」

と
い

う
。

)
が

、
自
ら

規
定

す
る

調
達
物

品
等

に
係
る

要
求
事
項
(
以
下

「
調
達

物
品
等

要
求

事
項

」
と
い

う
。
)
に
適
合
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
保

安
活

動
の
重
要

度
に

応
じ

て
、
調
達

物
品
等
の
供
給
者
及
び
調

達
物
品

等
に
適
用

さ
れ

る
管

理
の
方
法

及
び
程
度
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
こ

の
場

合
に

お
い
て
、

一
般
産
業
用
工
業
品
に
つ

い
て
は

、
調
達
物

品
等

の
供

給
者
等
か

ら
必
要
な
情
報
を
入
手
し

当
該
一

般
産
業
用

工
業

品
が

調
達
物
品

等
要
求
事
項
に
適
合
し
て

い
る
こ

と
を
確
認

で
き

る
よ

う
に
、
管

理
の
方
法
及
び
程
度
を
定

め
な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

３
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
調

達
物

品
等
要
求

事
項

に
従

い
、
調
達

物
品
等
を
供
給
す
る
能
力

を
根
拠

と
し
て
調

達
物

品
等

の
供
給
者

を
評
価
し
、
選
定
し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

 

(
7
)
(
ⅳ
)
ａ
.
 
調
達
プ
ロ
セ
ス
 

(
a
)
 
組
織
は
，
調
達
す
る
物
品
又
は
役
務
（
以
下
「
調
達
物
品
等
」

と
い
う
。
）
が
，
自
ら
規
定
す
る
調
達
物
品
等
に
係
る
要
求
事

項
（
以
下
「
調
達
物
品
等
要
求
事
項
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す

る
よ
う
に
す
る
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
，
調
達
物
品
等
の
供

給
者
及
び
調
達
物
品
等
に
適
用
さ
れ
る
管
理
の
方
法
及
び
程
度

を
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
一
般
産
業
用
工
業
品
に
つ

い
て
は
，
調
達
物
品
等
の
供
給
者
等
か
ら
必
要
な
情
報
を
入
手

し
当
該
一
般
産
業
用
工
業
品
が
調
達
物
品
等
要
求
事
項
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
，
管
理
の
方
法
及
び
程

度
を
定
め
る
。
 

(
c
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
要
求
事
項
に
従
い
，
調
達
物
品
等
を
供

給
す
る
能
力
を
根
拠
と
し
て
調
達
物
品
等
の
供
給
者
を
評
価

し
，
選
定
す
る
。
 

4
.
6
 
設
工
認
に

お
け
る

調
達

管
理

の
方
法
 

調
達
を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

設
工
認
で

行
う

調
達

管
理
を
確

実
に

す
る

た
め
に
，

品
質

管
理

に
関
す
る

事
項
に
基
づ

き
以
下
に

示
す

管
理

を
実
施
す

る
。
 

 

4
.
6
.
1
 
供
給
者

の
技
術

的
評

価
 

契
約
及

び
調

達
を
主
管

す
る

組
織

の
長
は
，

供
給

者
が

当
社
の
要

求
事

項
に

従
っ
て
調

達
製

品
を

供
給
す

る
技
術
的
な

能
力
を
判

断
の

根
拠

と
し
て
，

供
給

者
の

技
術
的
評

価
を

実
施

す
る
。
 

 

 

4
.6
.
2 

供
給
者
の
選
定
 

調
達
を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

設
工
認
に

必
要

な
調

達
を
行
う

場
合

，
原

子
力
安
全

に
対

す
る

影
響
，

供
給
者
の
実

績
等
を
考

慮
し

，
業

務
の
重
要

度
に

応
じ

て
グ
レ
ー

ド
分

け
を

行
い
管
理

す
る

。
 

－
 

－
 

4
.
6
.
3
 
調
達
製
品
の
調

達
管

理
 

調
達
を

主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

調
達
に
関

す
る

品
質

保
証
活
動

を
行

う
に

当
た
っ
て

，
原

子
力

安
全
に

対
す
る
影
響

及
び
供
給

者
の

実
績

等
を
考
慮

し
，

以
下

の
調
達
管

理
に

基
づ

き
業
務
を

実
施

す
る

。
 

（
調
達
物
品
等
要
求
事
項

）
 

第
三
十
五
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
調
達
物
品
等
に
関
す
る
情
報

に
、
次
に
掲
げ
る
調
達
物

品
等
要

求
事
項
の

う
ち

、
該

当
す
る
も

の
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

一
 
調
達

物
品
等

の
供
給

者
の

業
務

の
プ
ロ
セ

ス
及

び
設

備
に
係

る
要
求
事
項
 

二
 
調
達

物
品
等

の
供
給

者
の

要
員

の
力
量
に

係
る

要
求

事
項
 

三
 
調
達

物
品
等

の
供
給

者
の

品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム
に

係
る
要
求
事
項
 

四
 
調
達

物
品
等

の
不
適

合
の

報
告

及
び
処
理

に
係

る
要

求
事
項
 

五
 
調
達

物
品
等

の
供
給

者
が

健
全

な
安
全
文

化
を

育
成

し
、
及

び
維
持
す
る
た
め
に
必

要
な

要
求

事
項
 

六
 
一
般

産
業
用

工
業
品

を
機

器
等

に
使
用
す

る
に

当
た

っ
て
の

評
価
に
必
要
な
要
求
事

項
 

七
 
そ
の

他
調
達

物
品
等

に
必

要
な

要
求
事
項

 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
調

達
物

品
等
要
求

事
項

と
し

て
、
原
子

力
事
業
者
等
が
調
達
物
品

等
の
供

給
者
の
工

場
等

に
お

い
て
使
用

前
事
業
者
検
査
等
そ
の
他

の
個
別

業
務
を
行

う
際

の
原

子
力
規
制

委
員
会
の
職
員
に
よ
る
当

該
工
場

等
へ
の
立

入
り

に
関

す
る
こ
と

を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

４
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
調

達
物

品
等
を
受

領
す

る
場

合
に
は
、

調
達
物
品
等
の
供
給
者
に

対
し
、

調
達
物
品

等
要

求
事

項
へ
の
適

合
状
況
を
記
録
し
た
文
書

を
提
出

さ
せ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 

(
7
)
(
ⅳ
)
ｂ
.
 
調
達
物
品
等
要
求
事
項
 

(
a
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
に
関
す
る
情
報
に
，
次
に
掲
げ
る
調
達

物
品
等
要
求
事
項
の
う
ち
，
該
当
す
る
も
の
を
含
め
る
。
 

 

(
a
-
1
)
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
設
備
に
係

る
要
求
事
項
 

(
a
-
2
)
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
要
員
の
力
量
に
係
る
要
求
事
項
 

(
a
-
3
)
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に

係
る
要
求
事
項
 

(
a
-
4
)
 
調
達
物
品
等
の
不
適
合
の
報
告
及
び
処
理
に
係
る
要
求
事
項
 

(
a
-
5
)
 
調
達
物
品
等
の
供
給
者
が
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
及

び
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
要
求
事
項
 

(
a
-
6
)
 
一
般
産
業
用
工
業
品
を
機
器
等
に
使
用
す
る
に
当
た
っ
て
の

評
価
に
必
要
な
要
求
事
項
 

(
a
-
7
)
 
そ
の
他
調
達
物
品
等
に
必
要
な
要
求
事
項
 

(
b
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
要
求
事
項
と
し
て
，
組
織
が
調
達
物
品

等
の
供
給
者
の
工
場
等
に
お
い
て
使
用
前
事
業
者
検
査
等
そ
の

他
の
個
別
業
務
を
行
う
際
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
職
員
に
よ

る
当
該
工
場
等
へ
の
立
入
り
に
関
す
る
こ
と
を
含
め
る
。
 

 (
d
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
を
受
領
す
る
場
合
に
は
，
調
達
物
品
等

の
供
給
者
に
対
し
，
調
達
物
品
等
要
求
事
項
へ
の
適
合
状
況
を

記
録
し
た
文
書
を
提
出
さ
せ
る
。
 

(
1
)
 
仕

様
書

の
作
成
 

調
達

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

業
務
の
内

容
に

応
じ

，
品
質
管

理
に

関
す

る
事
項
に

基
づ

く
調

達
要

求
事
項

を
含
め
た

仕
様

書
を

作
成
し
，

供
給

者
の

業
務
実
施

状
況

を
適

切
に
管
理

す
る

。

（
「
4
.
6
.
3
(
2
)
 
調
達
製
品
の
管
理
」
参
照
）

 

(
2
)
 
調

達
製

品
の
管
理

 

調
達

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

当
社
が
仕

様
書

で
要

求
し
た
製

品
が

確
実

に
納
品
さ

れ
る

よ
う

調
達

製
品
が

納
入
さ
れ

る
ま

で
の

間
，
製
品

に
応

じ
た

必
要
な
管

理
を

実
施

す
る
。
 



 

 

13 

原
子
力
施
設

の
保
安
の

た
め

の
業

務
に
係
る

 

品
質
管
理
に
必
要
な
体

制
の

基
準

に
関
す
る

規
則
 

本
文
十
一
号
 

添
付

書
類
十

一
 

（
調
達
物
品
等
の
検
証
）
 

第
三
十
六
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
調
達
物
品
等
が
調
達
物
品
等

要
求
事
項
に
適
合
し
て
い

る
よ
う

に
す
る
た

め
に

必
要

な
検
証
の

方
法
を
定
め
、
実
施
し
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

。
 

２
 
原
子

力
事
業

者
等
は

、
調

達
物

品
等
の
供

給
者

の
工

場
等
に
お

い
て
調
達
物
品
等
の
検
証

を
実
施

す
る
こ
と

と
し

た
と

き
は
、
当

該
検
証
の
実
施
要
領
及
び

調
達
物

品
等
の
供

給
者

か
ら

の
出
荷
の

可
否
の
決
定
の
方
法
に
つ

い
て
調

達
物
品
等

要
求

事
項

の
中
で
明

確
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(
7)
(
ⅳ
)
ｃ
.
 調

達
物
品
等
の
検
証
 

(
a
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
が
調
達
物
品
等
要
求
事
項
に
適
合
し
て

い
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
検
証
の
方
法
を
定
め
，
実
施

す
る
。
 

(
b
)
 
組
織
は
，
調
達
物
品
等
の
供
給
者
の
工
場
等
に
お
い
て
調
達
物

品
等
の
検
証
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
と
き
は
，
当
該
検
証
の

実
施
要
領
及
び
調
達
物
品
等
の
供
給
者
か
ら
の
出
荷
の
可
否
の

決
定
の
方
法
に
つ
い
て
調
達
物
品
等
要
求
事
項
の
中
で
明
確
に

定
め
る
。
 

(
3
)
 
調

達
製

品
の
検
証

 

調
達

を
主
管

す
る
組
織

の
長

は
，

調
達
製
品

が
調

達
要

求
事
項
を

満
た

し
て

い
る
こ
と

を
確

実
に

す
る

た
め
に

調
達
製
品

の
検

証
を

行
う
。
 

な
お

，
供
給

者
先
で
検

証
を

実
施

す
る
場
合

，
あ

ら
か

じ
め
仕
様

書
で

検
証

の
要
領
及

び
調

達
製

品
の

リ
リ
ー

ス
の
方
法

を
明

確
に

し
た
上
で

，
検

証
を

行
う
。
 

（
調
達
プ
ロ
セ
ス
）
 

第
三
十
四
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
調
達
す
る
物
品
又
は
役
務

(
以
下
「
調
達
物
品
等
」

と
い

う
。

)
が

、
自
ら

規
定

す
る

調
達
物

品
等

に
係
る

要
求
事
項
(
以
下

「
調
達

物
品
等

要
求

事
項

」
と
い

う
。
)
に
適
合
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
7
)
(
ⅳ
)
ａ
.
 
調
達
プ
ロ
セ
ス
 

(
a
)
 
組
織
は
，
調
達
す
る
物
品
又
は
役
務
（
以
下
「
調
達
物
品
等
」

と
い
う
。
）
が
，
自
ら
規
定
す
る
調
達
物
品
等
に
係
る
要
求
事

項
（
以
下
「
調
達
物
品
等
要
求
事
項
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す

る
よ
う
に
す
る
。
 

4
.
6
.
4
 
調
達
先
品
質
保

証
監

査
 

供
給
者
に
対

す
る
監
査

を
主

管
す

る
組
織
の

長
は

，
供

給
者
の
品

質
保

証
活

動
及
び
健

全
な

安
全

文
化
を

育
成
し
維
持

す
る
た
め

の
活

動
が

適
切
で
，

か
つ

，
確

実
に
行
わ

れ
て

い
る

こ
と
を
確

認
す

る
た

め
に
，
調

達
先
品
質
保

証
監
査
を

実
施

す
る

。
 

（
文
書
の
管
理
）
 

第
七

条
 
原

子
力

事
業
者

等
は

、
品

質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
文

書
を
管
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
記
録
の
管
理
）
 

第
八

条
 
原

子
力

事
業
者

等
は

、
こ

の
規
則
に

規
定

す
る

個
別
業
務

等
要
求
事
項
へ
の
適
合
及

び
品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム
の
実

効
性
を
実
証
す
る
記
録
を

明
確
に

す
る
と
と

も
に

、
当

該
記
録

を
、
読
み
や
す
く
容
易
に

内
容
を

把
握
す
る

こ
と

が
で

き
、
か

つ
、
検
索
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ

う
に
作
成

し
、

保
安

活
動
の
重

要
度
に
応
じ
て
こ
れ
を
管

理
し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

(
4
)
(
ⅱ
)
ｃ
.
 
文
書
の
管
理
 

(
a
)
 
組
織
は
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
文
書
を
管
理
す
る
。
 

 

(
4
)
(
ⅱ
)
ｄ
.
 
記
録
の
管
理
 

(
a
)
 
組
織
は
，
品
管
規
則
に
規
定
す
る
個
別
業
務
等
要
求
事
項
へ
の

適
合
及
び
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
を
実
証
す

る
記
録
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
，
当
該
記
録
を
，
読
み
や
す

く
容
易
に
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
，
か
つ
，
検
索
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
作
成
し
，
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ

て
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

4
.
7
 
そ
の
後
の

設
計
，

工
事

等
に

お
け
る
文

書
及

び
記

録
の
管
理

 

そ
の
後
の
設

計
，
工
事

等
に

お
け

る
文
書
及

び
記

録
に

つ
い
て
は

，
設

置
許

可
本
文
十

一
号

に
示

す
文
書
，

そ
れ
ら
に
基

づ
き
作
成

さ
れ

る
品

質
記
録
で

あ
り

，
こ

れ
ら
を
適

切
に

管
理

す
る
。
 

（
不
適
合
の
管
理
）
 

第
四
十
九
条
 
原
子
力
事
業
者
等
は
、
個
別
業
務
等
要
求
事
項
に
適

合
し
な
い
機
器
等
が
使
用

さ
れ
、

又
は
個
別

業
務

が
実

施
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
当
該

機
器
等

又
は
個
別

業
務

を
特

定
し
、
こ

れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

  

(
8)
(
ⅲ
)
 不

適
合
の
管
理
 

 
a
.
 
組
織
は
，
個
別
業
務
等
要
求
事
項
に
適
合
し
な
い
機
器
等
が
使

用
さ
れ
，
又
は
個
別
業
務
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
，

当
該
機
器
等
又
は
個
別
業
務
を
特
定
し
，
こ
れ
を
管
理
す
る
。
 

4
.
8
 
そ
の
後
の

不
適
合

管
理
 

そ
の
後
の
設

計
，
工
事

及
び

試
験

・
検
査
に

お
い

て
発

生
し
た
不

適
合

に
つ

い
て
は
，

適
切

に
処

置
を
行

う
。
 

－
 

－
 

5
.
 
適
合

性
確
認

対
象
設

備
の

施
設

管
理
 

工
事
を
主
管
す

る
組
織

の
長

は
，

適
合
性
確

認
対

象
設

備
に
つ
い

て
，

技
術

基
準
規
則

へ
の

適
合

性
を
使
用

前
事

業
者
検
査
を
実
施
す
る

こ
と

に
よ

り
確
認
し

，
適

合
性

確
認
対
象

設
備

の
使

用
開
始
後

に
お

い
て

は
，
施
設

管
理

に

係
る
業
務
プ
ロ
セ
ス
に

基
づ

き
発

電
用
原
子

炉
施

設
の

安
全
上
の

重
要

度
に

応
じ
た
点

検
計

画
を

策
定
し
保

全
を

実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
，

適
合

性
を

維
持
す
る

。
 

  


